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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「個人の尊重」、「存在意義のある企業」、「共存共栄」、「社会への貢献」という４つの柱で構成する「経営理念」の実践を通じて、ステーク
ホルダーの期待に応え、持続的な成長と長期的な企業価値の向上を図るために、企業経営の健全性と透明性の確保に努め、迅速・果断な意思
決定を実現させることをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。

当社は、監査役制度を採用しており、監査役会設置会社に基づく機関制度を基本としております。当社の監査役会は４名の監査役（うち２名が社
外監査役）で構成されており、取締役会のみならず業務執行に係るその他の重要な会議にも積極的に出席する等、業務執行状況を定常的に監査
できる体制が構築されていると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　政策保有株式】

（１）政策保有に関する方針

政策保有株式については、必要最低限のものに厳選する方針のもと、保有することの経済性に加え、事業戦略、取引関係等を総合的に勘案し、
当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断する株式について保有する方針です。

（２）政策保有株式にかかる検証の内容

年１回取締役会において、上記方針に照らし、取締役会において受取配当額の実績や見通し、当社の資コストと対象会社のROEとの比較等を行
う定量的な方法と、事業戦略面等から評価を行う定性的な方法との両面から、継続保有することの可否につて検証を行います。なお、保有銘柄、
保有株式数、保有目的、保有効果等については、有価証券報告書に記載いたします。

（３）政策保有株式にかかる議決権行使基準

議決権行使は、当社及び政策保有先の中長期的な企業価値向上に資するか否かを判断基準としております。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

当社グループが、当社役員や主要株主等との取引を行う場合には、取締役会での審議・決議を要することとしており、利害関係を有する取締役は
当該議案に対し議決権を行使できないこととしております。また年１回、全取締役・監査役・執行役員に対し、書面にて関連当事者との取引の有無
に係る確認を行っております。

【補充原則２－４－１　中核人材の登用等における多様性の確保】

当社グループは、現行のマテリアリティの最初に「人的資本の価値最大化」を掲げております。人的資本は、 企業活動において最も重要な経営資

本であり、その他のあらゆる経営資本の土台となるものです。また、経営理念の筆頭にも「個人の尊重」を掲げており、従業員一人一人の権利を
尊重し、個人が意義のある文化的な人生と 生き甲斐を追求できる企業であること、一人一人の向上心を信じ自立的な活動を援助し、仕事を通し

て能力が最大限に発揮できる環境を作り、能力や業績に報う企業であることを理念とし、人的資本に関する各方針・制度を整備しております。

＜多様性の確保についての考え方・測定可能な目標・確保の状況＞

当社グループは、性別、国籍、年齢、障がい等の有無等に関係なく、全ての従業員が持てる能力を発揮し、 活躍できる職場環境の構築を目指し

ております。女性管理職と女性役員については目標人数を設定し、多様な人財の確保に取り組んでおります。また、中途採用者も積極的に管理
職に登用しており、2025年3月末日時点の当社単体管理職のうち57.1%が中途採用者であります。

(１)女性の管理職への登用

女性の採用については、新卒での採用を促進しており、中途採用においては積極採用とともに管理職への登用を推進しております。女性管理職
数目標は2028年３月期に当社単体で５名としており、2025年３月末時点では３名です。女性の管理職への登用については、現時点では候補となる
人材の全従業員に占める割合が小さいため、引き続き採用とともにキャリア形成の支援を強化することにより、母集団の拡充を図ってまいります。

（２）外国人の管理職への登用

当社は、「経営理念」を共有でき、当社グループに必要な能力を持った人材を確保するため、新卒採用・中途採用ともに日本人、外国人の区別なく
実施し、多様性のある組織を目指しております。また、従前から、国籍等に関係なく、能力本位で管理職登用を行っておりますが、2025年３月末時
点における当社単体の外国人従業員は1.4％（９名）であり、そのほとんどが新卒採用であることから、先ずは外国人採用者の確保に優先的に取り
組み、管理職目標値は今後の検討事項といたします。



（３）中途採用者の管理職への登用

当社は、「経営理念」を共有でき、当社グループに必要な能力を持った人材を確保するため、新卒定期採用に加え、様々な経験、スキル、資格等
を有し、即戦力として期待できる中途採用も積極的に実施し、多様性のある組織を目指しております。なお、当社では、従前から新卒採用者、中途
採用者の区別なく能力本位で管理職登用を行っており、中途採用者の比率及び管理職数については十分な数となっていることから目標値は設定
しておりません。

2025年３月末時点の当社単体における中途採用者の管理職以上の登用状況は以下のとおりであります。

・管理職における中途採用者比率：57.1％

・執行役員（取締役兼務を除く）における中途採用者比率：80.0％

＜多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針、その状況＞

（１）人材育成方針

当社では、「経営理念」を実現できる人材の育成を基本方針としており、以下３段階に分けた人材育成方針に基づき、戦略的に育成に取り組んで
おります。

第一段階：教育・育成段階　「求める人材像」の基本の徹底

第二段階：実践段階　主に実務を通して能力向上、専門性の確立を図る中で、個人の取り組みを支援し、自主的成長を促す。また、戦略的に将来
の幹部候補の育成を行う。（社内一流）

第三段階：専門性発揮段階　マネジメント力、専門技能技術等これまで培ってきた能力・経験を発揮するとともに、多能工化にも取り組む。また、部
門運営・後進育成に貢献する。（育成する側となる）（社外一流）

（２）社内環境整備方針

当社では、個々人が意欲的に活躍する組織を構築するため、多様な人材が活躍できる職場環境の整備に取り組んでおります。主な取り組みは以
下のとおりです。

人事制度

当社グループでは、従業員の能力向上や働く意欲の向上が、経営ビジョンや目標達成を可能にするとの考えのもと人事制度を構築しております。

従業員個々の主体的なキャリア構築と社内の人財流動性を高める部門異動の施策として、ジョブローテーション・自己申告制度・社内公募制度を
整備しております。さらに、雇用形態に関係なく利用できる育児・介護休業制度等、他にも様々な制度を整備しております。特に、仕事と育児の両
立支援を強化するため、出産・育児における休暇・休職・復帰制度、時短勤務、テレワーク等の諸制度で働きやすい職場環境の整備に取り組んで
おります。また、女性の活躍推進及び従業員の働き方改革の一環から、男性従業員の育児休暇制度の利用促進を積極的に推進しております。20
25年３月期における当社単体の男性育児休暇取得率は85.7％でした。

能力開発制度

当社では、従業員の能力開発にあたり、中長期スパンによる計画的な人財育成計画を立案し、誰もが当社の従業員に求められる能力を効果的・
継続的に向上・開発できる制度を構築しております。

能力開発研修には、役割に求められる能力を発揮するために階層ごとに実施する必修の「階層研修」、業務遂行とキャリア開発のために必要な
「基礎研修」、業務における専門性を向上し、キャリア開発のための専門能力を習得するための「専門研修」、より高度な経済環境や技術水準、国
際化の進展等を踏まえ、国内外の大学等高等教育機関におけるＭＢＡやＭＯＴ等の学位取得をはじめ、海外関係会社での海外研修や海外の大
学のＡＥＩプログラムによる語学留学等、従業員自身の自己啓発による一層の能力向上を会社として支援する「特別研修」があります。また、当社
の中長期的な成長を支える技術者・技能者に対しては、社内資格制度や外部の技能検定試験の取得を積極的に支援しております。

従業員エンゲージメントサーベイの実施

従業員エンゲージメントの向上は、イノベーションの創出、生産性向上、品質向上、お客様満足度の向上に繋がり、中長期的な企業価値向上に寄
与するという考えのもと、年１回の従業員エンゲージメントサーベイを実施し、サーベイ結果をもとに従業員エンゲージメントの向上に取り組んでお
ります。

健康管理の推進

当社では、従業員の健康を重要な経営資源と捉え、安全衛生と健康管理の取り組みを推進しております。具体的な取り組みは以下のとおりです。

　・定期健康診断、ストレスチェック等による従業員の体調とメンタル不調の未然防止

　・健康推進に係る専門部署「健康推進センター」の設置と社内産業保健師によるきめ細かな健康相談・指導

　・社内・社外にハラスメント等の通報/相談窓口を設置

　・テレワーク環境の提供　等

人的資本の取り組みについては統合報告書及び有価証券報告書並びに当社ＷＥＢサイトにも公表しております。

　・統合報告書：https://www.hds.co.jp/csr/hdsreport/

　・有価証券報告書： https://www.hds.co.jp/ir/data/securities/

　・WEBサイト「サステナビリティ」： https://www.hds.co.jp/csr/　

【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、確定給付型と確定拠出型の年金制度を併用しており、規約型の確定給付型年金に係る資産運用（投資先の選定、議決権行使等含む）に
ついては、当社が運用の基本方針を策定した上で、スチュワードシップ活動を含む受託責任を適切に果たすことができると見込まれる運用機関を
選定し、当該機関に一任しております。また当社の担当部門は、当該運用機関に対し定期的な報告を求め、運用成績や体制等について確認を
行っております。

確定拠出型年金制度については、対象となる役職員に対し、運用機関及び運用商品に係る教育機会の提供を適宜行っております。

【原則３－１　情報開示の充実】

（１）経営理念、経営戦略、経営計画

当社は経営理念、経営戦略・中期経営計画を定め、当社WEBサイトで開示しております。

・経営理念：https://www.hds.co.jp/company/idea/

・経営戦略・中期経営計画：https://www.hds.co.jp/ir/management_policy/strategy/

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

本報告書「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報　１．基本的な考え方」に記載のとおりで
す。



（３）取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンスの体制の状況　１．機関構成・組織運営等に
係る事項　【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

（４）取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役を新任又は再任するときは、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会への諮問、答申プロセスを経て、当該答申内容を考慮した
上で取締役会において株主総会の付議議案を決議し、最終的に株主総会の決議により決定いたします。なお、CEO等の業務執行取締役の再任
候補者を選任するにあたっては、過年度の業務執行状況や成果も勘案することとします。

監査役候補者の選任については、取締役会が推薦し、監査役会の同意を得た上で、株主総会へ付議することとしております。

社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当該社外役員候補者自身及びその者が所属する会社等と当社グループとの人的関係、資本
関係、取引関係を総合的に勘案した上で、当該社外役員候補者が独立した立場で求められる機能及び役割を果たすことができると判断した場合
に、候補者として指名しております。

（５）取締役・監査役候補の指名を行う際の選任・指名についての説明

取締役、監査役候補者を株主総会に付議する際には、株主総会招集ご通知に略歴を記載し、実績・経験等の判断材料を提供するとともに、選任
理由及び取締役については、当社に必要な専門性をスキルマトリックスとして参考書類に記載する方法で開示しております。スキルマトリックス
は、本報告書末尾にも掲載しております。

(６)経営陣幹部の解任を行うに当たっての方針と手続

当社の経営陣幹部が法令及び定款に違反する行為又はその恐れがある行為を行った場合、業務遂行上その機能を十分に発揮していないと認め
られる場合、並びにその他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由等が生じた場合には、社外取締役から解任が提案された場合も含
めて、解任理由について適時認識を擦り合わせた上で、指名・報酬諮問委員会への諮問・答申プロセスを経た後、取締役会において決議すること
としております。

【補充原則３－１－３　サステナビリティについての取り組み等】

＜サステナビリティについての取り組み＞

当社グループは、サステナビリティを中長期的な企業価値向上の重要課題と位置付け、推進体制の整備・高度化を段階的に進めております。

グループ全体の方針策定及び重要課題の審議・統括等を担う「サステナビリティ委員会」を2023年４月１日に設置し、経営レベルでの推進体制を
構築いたしました。2024年７月には専任組織である「サステナビリティ推進室」を新設し、施策の企画立案、各部門との連携、進捗管理及び情報開
示の高度化を推進しております。さらに2025年４月には、環境、人的資本、サステナブル調達、人権・倫理の４つの分科会を設置し、社内浸透の強
化を図ることで、より実効性の高い取り組みを推進する体制へと発展させました。これにより、戦略策定から施策実行、改善までを一貫して管理す
る体制を整備し、サステナビリティ課題への対応を企業価値向上につなげる推進体制を確立しております。

気候変動への対応

当社グループでは、気候変動への対応を経営上の重要課題と認識し、「2050年ネットゼロ」を長期目標に、「2030年度のGHG排出量を2022年度比
30％減」を中期目標に掲げ、サステナビリティ委員会を中心に、その達成に向けて取り組んでおります。具体的には、当社グループの事業に影響
を与えると想定される気候変動関連のリスクと機会を特定した上で、1.5℃シナリオと4.0℃シナリオそれぞれの世界観において、TCFDが提言する
シナリオ分析を実施し、顕在化時期の時間軸を短・中・長期として、各リスクと機会の事業への影響度と発生可能性を分析しております。本シナリ
オ分析の結果に基づき、サステナビリティ委員会を中心に、機会創出とリスク最少化に向けた取り組みを推進しております。詳細は、統合報告書
及び有価証券報告書に掲載しております。

サステナビリティへの取り組みについては、統合報告書及び有価証券報告書並びに当社WEBサイトをご参照ください。

　・統合報告書：https://www.hds.co.jp/csr/hdsreport/

　・有価証券報告書：https://www.hds.co.jp/ir/data/securities/

　・サステナビリティページ： https://www.hds.co.jp/csr/　

＜人的資本、知的財産への投資等＞

当社では、人的資本と知的財産への投資について、マテリアリティにおいて「人的資本の価値最大化」、「環境の変化に適合した新技術・新技能へ
の挑戦と創出」として特定しております。

人的資本については、WEBサイトのサステナビリティページ （https://www.hds.co.jp/csr/）においても、従業員・お客様・社会への取り組みとして掲

載するとともに、本報告書Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報の１．基本的な考え
方　【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】の【補充原則２－４－１ 中核人材の登用等における多様性の確保】及び有価証券報

告書にも記載しております。

知的財産への投資ついては、研究開発と“モノづくり”から創出した知的財産の権利化、保護等に積極的に取り組んでおり、その考えをWEBサイト
（https://www.hds.co.jp/development/intellectual_property/）に公表しております。

【補充原則４－１－１　経営陣に対する委任の範囲】

当社は、取締役会で決定する事項を取締役会規則に定め、法令、定款、取締役会規則に基づき取締役会を運営するとともに、具体的な業務執行
は業務執行取締役に委ねています。また、当社は執行役員制度を採用し、代表取締役社長の指揮のもと、迅速な意思決定ができるよう職務権限
規程に定めた決裁権限に基づき業務を遂行しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

独立社外取締役の選定に当たっては、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき、各項目への該非判定を行った上で、総合的な判断を加え
選定しております。当該内容は、独立役員届出書、本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバ
ナンスの体制の状況　１．機関構成・組織運営等に係る事項　【取締役関係】」で開示しております。

また、独立社外取締役の候補者選定にあたっては、各候補者の経歴、知見、人柄、ジェンダー、国際性及び当社に必要な専門性の有無等、多角
的な観点から考慮のうえ、取締役会のさらなる活性化が期待される人物を選定しております。

【補充原則４－10－１　独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合の任意の委員会の活用】

当社は、2024年３月25日開催の取締役会において、同日付で取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。本委
員会は、構成委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役から選定する旨を規程に定めていることから、公正性・透明性・客
観性が確保されていると判断しております。

本委員会の詳細につきましては、本報告書の「Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制
の状況　１．機関構成・組織運営等に係る事項　指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無　補足説明」欄をご参照ください。



【補充原則４－11－１　取締役会の全体としてのバランス・多様性・規模に関する考え方及びスキル等の開示】

当社は定款において取締役の員数を15名以内と定めております。また、取締役の選任にあたっては、当社が国際的に展開する技術・技能集団で
あることを勘案し、経営全般、製造、開発、営業、財務会計等に係る専門能力と知見を有する業務執行取締役と、他社、他業界、国際面等での豊
富な経営経験を有する社外取締役で構成することを基本方針としております。スキルマトリックスについては、2022年６月の定時株主総会招集ご
通知から開示しております。また、WEBサイト（https://www.hds.co.jp/ir/management_policy/governance/）並びに本報告書末尾にも掲載しており
ます。なお、当社の５名の独立社外取締役は、全員が他法人での経営経験を有しております。

【補充原則４－11－２　取締役及び監査役の兼任状況】

取締役及び監査役の兼任の状況は、株主総会招集ご通知の事業報告、有価証券報告書で公表しております。なお、他社との兼職数につきまして
は、当社役員としての役割・責務を適切に果たすことが可能な範囲にとどめております。

株主総会招集ご通知：https://www.hds.co.jp/ir/event/stockholder/

有価証券報告書：https://www.hds.co.jp/ir/data/securities/

【補充原則４－11－３　取締役の実効性についての分析・評価】

１. 評価方針

当社は、取締役会が企業価値の向上と持続的な成長を実現するために、意思決定機能と監督機能を適切に果たしているかを、社外役員を含む
全取締役及び監査役を対象に毎年1回アンケート方式で評価し、評価結果を取締役会において共有・分析のうえ、抽出された課題及び改善点に
ついて議論を行い継続的に改善してまいります。本評価を通じて、経営の健全性と透明性のさらなる強化、意思決定の迅速化、経営効率の向上
を図り、企業ガバナンスの強化を目指してまいります。

２. 2024年度の実効性評価で認識した課題と取り組み

（１）将来を見据えた中長期の事業戦略とそれを支える人財育成について議論を深める必要があるとの意見を受け、以下の施策を実施しました。

①討議テーマを設定し、フリーディスカッションを実施：２回

②関連テーマに関する研修会の実施：２回

③中期経営計画の進捗状況を議論する場の設定：１回

（２）取締役会での議論をより充実させるために以下の取り組みを進めました。

①取締役会資料の事前配布の徹底

②事前説明会の充実：必要に応じて事前説明会の質問事項を当日の取締役会資料に反映

３. 2025年度の評価プロセス

2025年度の取締役会の実効性評価のプロセスは以下のとおりです。

（１）取締役会がその役割・責務を実効的に果たす上で重要と考えている事項（取締役会の構成、取締役会の運営、取締役会の議題、取締役会を
支える体制、2024年度の実効性評価に基づく改善策の評価）について、全取締役及び監査役を対象に、2025年12月19日にアンケート調査を実施

（２）アンケートの集計結果を基に2026年１月21日開催の取締役会で報告・審議を実施

４. 2025年度の評価結果の概要

本評価の結果、当社取締役会の実効性について以下のとおり確認しました。

（１）実効性評価アンケートの回答結果に基づき、取締役会の人員構成、運営状況、議案審議内容、支援体制について「適正」又は「概ね適正」と
の評価が90％と大半を占め、概ね実効性が確保されていることを確認しました。

（２）2025年度の評価を通じて、取締役会の時間内ではフリーディスカッションの時間が十分に確保されていないとの認識が共有されるとともに、社
内取締役と社外取締役との意見交換を一層充実させる必要性が認識されました。

５. 2026年度の取り組み

本評価結果を踏まえ、2026年度は以下の取り組みを進めてまいります。

（１）取締役会における月次報告の要点絞り込みによる議論時間の確保

（２）関連テーマに関する研修会の継続実施

当社取締役会は、さらなる改善に取り組み、企業価値の向上と持続可能な成長に貢献してまいります。

【補充原則４－14－２　取締役及び監査役のトレーニング方針】

取締役及び監査役がその役割を果たす上で必要な知識と情報を得られるよう、経営全般・会社法制等に係る外部研修の受講、事業理解を深める
ための重要な会議への出席、主要な施設の視察、子会社への訪問等の機会を提供し、その費用を会社が負担しております。当該内容について
は、WEBサイト（http://www.hds.co.jp/csr/management_policy/governance/）にも公表しております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は株主・投資家の皆様を重要なステークホルダーと位置づけ、建設的な対話を促進する体制を整備し取り組むことが上場企業としての責務と
考えております。このため、株主との対話は代表取締役CFOが主体となり直接説明を行うとともに、IRを担当する執行役員を定め、IR部門が代表
取締役CFOと密接な連携を図りながら、合理的な範囲で積極的な活動を行っております。具体的な取り組みとしては、機関投資家向け決算説明
会(中間期・通期)、個人投資家向け会社説明会、株主工場見学会、機関投資家向け工場見学会、機関投資家との小集団又は個別ミーティング(四
半期)、統合報告書の発行、WEBサイトの充実に加え、2025年６月の株主総会からは、議決権の電子行使にあわせた事前質問の受付及びアン
ケートも実施する等、株主・投資家の皆様とのコミュニケーションを図っております。詳細については、本報告書「IRに関する活動状況」をご参照くだ
さい。

【株主との対話の実施状況等】

当社では、株主・投資家の皆様を重要なステークホルダーと位置づけており、株主・機関投資家からの問合せ、ミーティング要請に対しては積極的
に対応する方針で、代表取締役CFO、執行役員 経営企画本部長、執行役員経営企画・IR室長を中心に対応しております。

2025年度上期における株主・投資家の皆様との主な対話実施状況は以下のとおりです。

・機関投資家向け：個別IRミーティング　136件、スモールミーティング　７件（参加投資家数170名）、IRカンファレン参加　３件（参加投資家数166名）



【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2025年6月27日

該当項目に関する説明

資本コストにつきましては、外部専門家の支援を受け、ファイナンス理論に基づいた当社の株主資本コスト及びWACCを算定のうえ、取締役会にお
いて当該数値の実績や推移を共有しております。なお、CAPM（資本資産評価モデル）を用いて算定される当社のWACCは８％程度と認識しており
ます。一方で、当社が設備投資等の意思決定を行うにあたってはDCF法を用いており、当該計算に用いる割引率は資本コストを上回る10％をハー
ドルレートとして設定し、その合理性を検証しております。

加えて、当社では、「モーションコントロール技術で社会の技術革新に貢献する」をミッションに、2024～2026年度の中期経営計画に掲げた方針及
び経営目標を達成するべく取り組んでおります。当該計画の最終年度となる2026年度の指標については、収益性として売上高営業利益率15～20
％、EBITDA率25～30％、効率性としてROEとROIC各々を株主資本コスト以上の10％以上、安定性として自己資本比率70％以上、株主還元として
配当性向30％以上を目標としております。中期経営計画は取締役会で議論・承認されており、毎年度末の取締役会において進捗状況が報告さ
れ、経営陣が主体となって経営資源の適切な配分を実施すべく検討・分析・評価しております。

なお、2025年３月期に実施した施策としましては、資金・資本効率の改善を図るため、政策保有株式の大幅な縮減を進めるとともに、当該株式の
売却によって得た資金及び利益の一部を活用し、自己株式の取得を実施いたしました。

これらの取り組みについては、統合報告書において代表取締役CFOが説明しております。

・統合報告書：https://www.hds.co.jp/csr/hdsreport/



２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社ＫＯＤＥＮホールディングス 33,490,700 35.37

伊藤　典光 3,041,600 3.21

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 2,478,300 2.61

GOVERNMENT OF NORWAY 2,396,600 2.53

UBS AG LONDON ASIA EQUITIES 2,249,106 2.37

管理信託（A030)受託者 株式会社SMBC信託銀行 2,176,800 2.29

モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 1,883,142 1.98

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,872,456 1.97

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 1,721,727 1.81

STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 1,350,400 1.42

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

※上記「大株主の状況」は、以下補足説明を含め、2025年９月30日現在のものです。

１）上記割合は、発行済株式の総数から自己株式1,648,579株を控除した株数より算出しております。

２）次の法人から、2025年４月７日に４社連名による3,748,867株の変更報告書が提出されておりますが、2025年９月30日現在における当該法人名
義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。

　・キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー（Capital Research and Management Company）

　・キャピタル・インターナショナル株式会社

　・キャピタル・インターナショナル・インク（Capital International, Inc.）

　・キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル（Capital International Sarl）

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社の大株主である株式会社KODENホールディングスは、その他の関係会社に該当いたします。同社の当社株式の議決権保有割合は2025年９
月30日現在で35.37％です。

株式会社KODENホールディングスは、株式会社光電製作所をはじめとするグループ全体の戦略策定ならびに経営管理を行う持株会社です。同社
の主要な子会社である株式会社光電製作所及び東京航空計器株式会社は、電子機器・各種計器等の製造・販売を行っており、精密なモーション
コントロールを行うための各種アクチュエーターや減速装置の製造・販売を行っている当社グループとは事業領域が異なります。このため、当社グ
ループと同社グループとの間における営業上の取引関係は僅少であることから、当社は自由な事業活動を推進しており、同社グループから受け
る事業上の制約はありません。

また、本報告書提出日（2026年３月25日）現在において役員派遣等の人的関係はないことから、当社が経営上の意思決定を行うにあたっては、十
分な独立性を確保しております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

吉田 治彦 他の会社の出身者

中村 雅信 他の会社の出身者 △

福田 善夫 他の会社の出身者

林　和彦 他の会社の出身者

北本 佳永子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

吉田 治彦 ○ ―――

三井物産株式会社の要職を歴任された、企業
経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富
な国際経験に基づき、これまでも当社の経営全
般に対し提言、監督いただいていることから、
当社の経営体制がさらに強化できると判断い
たしました。

（独立役員について）

同氏は、東京証券取引所が定める独立性の判
断基準のいずれの項目にも該当せず、高い独
立性を有していることから、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断し、独立役員とし
て届け出ております。

中村 雅信 ○

1999年６月から2002年１月まで当社のメイ
ンバンクである株式会社ＵＦＪ銀行（現三
菱ＵＦＪ銀行)の執行役員、2002年１月から
2002年５月まで同行の専務執行役員、20
04年５月から2005年６月まで同行の代表
取締役専務執行役員に就任しておりまし
たが、退任後約20年が経過しております。

なお、2025年３月31日付の当社の同行か
らの借入金残高は50億25百万円であり、
当社資産に占める比率は6.1％です。

大手銀行・証券会社の要職を歴任された、企業
経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富
な国際経験に基づき、これまでも当社の経営全
般に対し提言、監督いただいていることから、
当社の経営体制がさらに強化できると判断い
たしました。

(独立役員について）

同氏は、過去に当社のメインバンクの業務執行
者でありましたが、退任後すでに約20年が経過
しております。また、同氏の招聘は、金融機関
からの要請等に基づいたものではなく、同氏が
有する豊富な経営経験と幅広い見識を、当社
経営に生かすべく当社が独自の判断で行った
ものです。さらに、当社は複数の金融機関と取
引があり、当社が経営の意思決定を行うにあた
り特定の金融機関から影響を受けることはあり
ません。これらを総合的に勘案し、同氏は一般
株主と利益相反が生じる恐れが無いと判断し、
独立役員として届け出ております。

福田 善夫 ○ ―――

帝人株式会社及び帝人グループの要職を歴任
され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識
並びに豊富な国際経験を有しております。ま
た、戦略企画、合弁設立、Ｍ＆Ａ等に関する高
い知見を有しており、これまでも国際的に展開
する当社グループの経営全般に対し、独立した
立場から適切な提言と監督をいただいているこ
とから、当社の経営体制がさらに強化できると
判断いたしました。同氏が2016年まで業務執行
者であった帝人株式会社並びに帝人グルー
プ、及び2023年６月27日まで社外取締役を務
めていた東洋建設株式会社と当社の間に重要
な取引はありません。

（独立役員について）

同氏は、東京証券取引所が定める独立性の判
断基準のいずれの項目にも該当せず、高い独
立性を有していることから、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断し、独立役員とし
て届け出ております。

林　和彦 ○ ―――

トヨタグループで開発・設計の責任者としてリー
ダーシップを発揮された経験と住友電工グルー
プで要職を歴任された企業経営に係る豊かな
経験及び高い見識に基づき、これまでも当社の
経営全般、とりわけ開発型メーカーである当社
へ研究開発の観点から提言、監督いただいて
おり、当社の経営体制がさらに強化できると判
断いたしました。同氏が2017年まで業務執行者
であった住友電気工業株式会社及び住友電装
株式会社並びに株式会社オートネットワーク技
術研究所と当社の間に重要な取引はありませ
ん。

(独立役員について）

同氏は、東京証券取引所が定める独立性の判
断基準のいずれの項目にも該当せず、高い独
立性を有していることから、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断し、独立役員とし
て届け出ております。



北本 佳永子 ○ ―――

ＥＹ新日本有限責任監査法人の公認会計士と
して様々な上場企業の会計監査に携わり、同
法人のパートナー・常務理事を歴任されたこと
から、財務会計に関する豊富な経験と高い見
識を有しておられます。また、経済産業省電
力・ガス取引監視等委員会委員を務めていた
ことから、ＣＯ２削減再エネ導入に関する知見
があります。これらの経験・能力を活かし、これ
までも当社の経営全般及び気候変動やダイ
バーシティ・エクイティ＆インクルージョン等の
サステナビリティへの取り組みに対し適切な提
言と監督をいただいていることから、当社の経
営体制がさらに強化できると判断いたしまし
た。同氏が務めていたＥＹ新日本有限責任監査
法人と経済産業省電力・ガス取引監視等委員
会と当社間に重要な取引はありません。また現
在、ダイキン工業株式会社の社外監査役及び
株式会社荏原製作所の社外取締役を務めてお
りますが、両社と当社の間に重要な取引はあり
ません。

(独立役員について）

同氏は、東京証券取引所が定める独立性の判
断基準のいずれの項目にも該当せず、高い独
立性を有していることから、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断し、独立役員とし
て届け出ております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

当社は、2024年３月25日開催の取締役会において、同日付で任意の指名・報酬諮問委員会を設置いたしました。本委員会は、過半数を独立社外
取締役とした３名以上で構成され、委員長は独立社外取締役から選定する旨を規程に定めております。現在は、独立社外取締役　吉田治彦、独
立社外取締役　中村雅信、代表取締役社長　丸山　顕が委員に就任しており、委員長は独立社外取締役　吉田治彦が務めております。

本委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の選任・解任、代表取締役の選定、役付取締役の選定・解職、取締役の報酬、社長の後継者計
画及び育成等について検討、審議し、取締役会への答申事項を決定いたします。

本委員会の事務局は取締役会の事務局を担当する部門がこれにあたります。



【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人と監査計画に関する意見交換を行うとともに監査結果報告を受け、その内容に関する討議並びに監査内容の評価を行う
等、相互の連携を図っております。さらに、監査上の主要な検討事項（KAM/Key Audit Matter）については、会計監査人と協議を行うとともに、その

監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。

また、内部監査については、内部監査室がその任にあたっており、社長直轄の組織として、室長１名と監査担当者１名で構成され、当社グループ
会社を対象に監査を行っております。内部監査は年度計画に基づいて実施され、業務プロセスや内部統制の状況を確認し、必要に応じて指摘提
言を行い、実施状況や結果等は定期的に社長及び取締役会に報告されるとともに、監査役にも定期的に報告されております。また、会計監査人と
は監査計画やリスク情報を共有しております。

監査役、会計監査人、内部監査室は相互に情報を共有し、密接な連携を図っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

横越 善嗣 他の会社の出身者 △

今里 栄作 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

横越 善嗣 ○

2005年５月から2005年12月までは当社の
メインバンクである株式会社ＵＦＪ銀行（現
三菱ＵＦＪ銀行）の執行役員、2006年１月
から2007年４月までは株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）の執行役
員、2007年５月から2008年12月までは同
行の常務執行役員に就任しておりました
が、退任後約16年が経過しております。

なお、2025年３月31日付の当社の株式会
社三菱ＵＦＪ銀行からの借入金残高は50
億25百万であり、当社総資産に占める比
率は6.1％です。

大手銀行グループにおける豊富な経営経験と
幅広い見識を有しております。また、大手石油
会社で常勤監査役を務め、監査業務について
の豊かな経験と財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しており、2020年６月の当社常勤
監査役就任以来、取締役会及び監査役会にお
ける中立的・客観的な観点から提言いただいて
おり、監査機能の向上に貢献しております。こ
れらにより、独立した立場から当社グループの
コーポレート・ガバナンス体制をさらに強化いた
だけるものと判断し、社外監査役として選任い
たしました。

（独立役員について）

同氏は、過去に当社のメインバンクの業務執行
者でありましたが、退任後すでに約16年が経過
しております。同氏の招聘は、金融機関からの
要請等にもとづいたものではなく、同氏が有す
る豊富な経営経験と幅広い見識、大手石油会
社の常勤監査役としての経験による監査業務
に係る財務及び会計に関する相当程度の知見
を当社の監査に活かすべく、当社が独自の判
断で行ったものです。さらに、当社は複数の金
融機関と取引きがあり、当社が経営の意思決
定を行うにあたり特定の金融機関から影響を
受けることはありません。また、同氏が常勤監
査役を務めていたコスモ石油株式会社及びコ
スモ石油グループ各社と当社の間には重要な
取引きはありません。これらを総合的に勘案
し、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れ
がないと判断し、独立役員として届け出ており
ます。

今里 栄作 ○

2010年５月から2014年６月まで当社のメイ
ンバンクである株式会社三菱UFJ銀行を
傘下に持つ株式会社三菱ＵＦＪフィナン
シャル・グループの執行役員に就任してお
りましたが、退任後約11年が経過しており
ます。2025年３月31日付の当社の株式会
社三菱ＵＦＪ銀行からの借入金残高は50
億25百万円であり、当社総資産に占める
比率は6.1％です。

また、同氏は2014年６月まで三菱ＵＦＪモ
ルガン・スタンレー証券株式会社の専務執
行役員に就任しておりましたが、退任後約
11年が経過しております。2024年度の同
社との取引額は僅少です。

大手証券会社における豊富な経営経験と幅広
い見識を有しており、2020年６月の当社監査役
就任以来、取締役会及び監査役会における中
立的・客観的な観点から提言いただいており、
監査機能の向上に貢献しております。これらに
より、独立した立場から当社グループのコーポ
レート・ガバナンス体制をさらに強化いただける
ものと判断し、社外監査役として選任いたしまし
た。

（独立役員について）

同氏は、当社のメインバンクである株式会社三
菱ＵＦＪ銀行を傘下に持つ株式会社三菱ＵＦＪ
フィナンシャル・グループの業務執行者であり
ましたが、退任後すでに約11年が経過してお
り、また、当社と取引のある証券会社の業務執
行者でありましたが、退任後すでに約11年が経
過しております。同氏の招聘は、金融機関又は
証券会社からの要請等にもとづいたものでは
なく、同氏が有する豊富な経営経験と幅広い見
識を当社の監査に活かすべく、当社が独自の
判断で行ったものです。さらに、当社は複数の
金融機関及び証券会社と取引きがあり、当社
が経営の意思決定を行うにあたり特定の金融
機関や証券会社から影響を受けることはありま
せん。また、同氏が2025年６月20日まで社外取
締役を務めていた丸三証券株式会社と当社の
間には重要な取引きは無いことから、同氏は一
般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断
し、独立役員として届け出ております。



【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

当社では、独立役員の資格を充たす社外取締役５名と社外監査役２名を全員独立役員に指定しております。

■社外役員の独立性の判断基準

当社では、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役（会社法第２条第15号に規定する社外取締役）又は社外監査役（会社法第２条
第16号に規定する社外取締役）であり、会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者の中
から、以下の各号の何れにも該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有している者を独立役員として選任するものとし
ます。

①　当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

②　当社の総議決権数の10%以上を直接・間接に保有する主要株主もしくはその業務執行者

③　当社グループ会社の業務執行者

④　当社グループの会計監査人もしくはその社員

⑤　当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者
が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

⑥　就任の前10年以内のいずれかの時における当社グループ会社の業務執行者、当社グループの業務執行者のうち取締役・監査役・執行役員
とその二親等以内の親族又は同居者

なお、上記①～⑥のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、選任時にその理由を説明・
開示するものとします。

■独立社外役員の2024年度の活動

社外取締役　吉田治彦氏

当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会20回のすべてに出席し、適宜必要な発言を行いました。また、同
氏は取締役会への出席のみならず、執行役員会議、業務革新会議等の重要会議にも出席し、総合商社で培った国際的なビジネス経験と企業経
営に係る幅広い知見に基づき、当社の業務執行を行う経営陣とは異なる独立した客観的な視点、且つ多角的な見地から有益な発言を行いまし
た。これらにより、社外取締役として期待される役割を適切に果たしております。

所有株式数：24,452株（2025年３月31日現在）

社外取締役　中村雅信氏

当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会20回のすべてに出席し、適宜必要な発言を行いました。また、同
氏は取締役会への出席のみならず、執行役員会議、業務革新会議、開発推進会議等の重要会議にも出席し、大手金融機関で培った国際的なビ
ジネス経験と企業経営に係る幅広い知見に基づき、当社の業務執行を行う経営陣とは異なる独立した客観的な視点、且つ多角的な見地から有益
な発言を行いました。これらにより、社外取締役として期待される役割を適切に果たしております。

所有株式数：13,616株（2025年３月31日現在）

社外取締役　福田善夫氏

当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会20回のすべてに出席し、適宜必要な発言を行いました。また、同
氏は取締役会への出席のみならず、執行役員会議、業務革新会議、開発推進会議等の重要会議にも出席し、多様な事業を手掛ける大手製造業
で培った知見に基づき、当社の業務執行を行う経営陣とは異なる独立した客観的な視点、且つ多角的な見地から有益な発言を行いました。これら
により、社外取締役として期待される役割を適切に果たしております。

主な兼任状況：一般財団法人日本インドネシア協会 監事、一般社団法人日本スリランカ協会 監事

所有株式数：1,544株（2025年３月31日現在）

社外取締役　林　和彦氏

当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会20回のすべてに出席し、適宜必要な発言を行いました。また、同
氏は取締役会への出席のみならず、執行役員会議、業務革新会議、開発推進会議等の重要会議にも出席し、大手自動車メーカー等で培った設
計・開発に関する専門的知見と企業経営に係る高い見識に基づき、当社の業務執行を行う経営陣とは異なる独立した客観的な視点、且つ多角的
な見地から有益な発言を行いました。これらにより、社外取締役として期待される役割を適切に果たしております。

所有株式数：580株（2025年３月31日現在）

社外取締役　北本佳永子氏

当事業年度における主な活動状況としましては、社外取締役就任後に開催した当事業年度の取締役会20回のうち19回に出席し、適宜必要な発
言を行いました。また、同氏は取締役会への出席のみならず、執行役員会議、業務革新会議、開発推進会議等の重要会議にも出席し、大手監査
法人で培った財務会計に関する豊富な経験と高い見識及び経済産業省電力・ガス取引監視等委員会委員として培ったCO２削減再エネ導入に関
する知見に基づき、当社の業務執行を行う経営陣とは異なる独立した客観的な視点、且つ多角的な見地から有益な発言を行いました。これらによ
り、社外取締役として期待される役割を適切に果たしております。

主な兼任状況：公認会計士、ダイキン工業株式会社 社外監査役、株式会社荏原製作所 社外取締役

社外監査役　横越善嗣氏

当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会20回のすべてに出席し、また同じく監査役会17回のすべてに出
席し、適宜必要な発言を行いました。さらに、同氏は取締役会、監査役会への出席のみならず、執行役員会議、業務革新会議、開発推進会議等
の重要会議にも出席し、大手金融機関で培ったビジネス経験と企業経営における豊富な経験を活かして、適宜取締役の職務の執行に対する監
査・助言を行っております。



社外監査役　今里栄作氏

当事業年度における主な活動状況としましては、当事業年度に開催した取締役会20回のすべてに出席し、また同じく監査役会17回のすべてに出
席し、適宜必要な発言を行いました。さらに、同氏は取締役会、監査役会への出席のみならず、執行役員会議、業務革新会議、開発推進会議等
の重要会議にも出席し、大手金融機関で培ったビジネス経験と企業経営における豊富な経験を活かして、適宜取締役の職務の執行に対する監
査・助言を行っております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

取締役賞与は、各事業年度の業績（単体当期純利益額の４％を目途）及び年度経営計画の達成状況等を総合的に勘案し、指名・報酬諮問委員
会への諮問・答申プロセスを経た後、株主総会への付議事項として取締役会の決議を経て、株主総会で決議いただくこととしております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2024年度は報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、個別報酬は開示しておりません。

【役員報酬の内容】

2024年度（2024年４月1日から2025年３月31日）の役員報酬の内容は以下のとおりです。

・取締役の年間報酬額 272,539千円（うち社外取締役 72,000千円）

・監査役の年間報酬額 81,600千円（うち社外監査役 43,800千円）

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

　　　２．その他の詳細事項は、有価証券報告書（https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS06879/376730df/9f20/45be/a8b4/491d1d1c4e9b/S
100VZ4X.pdf）に記載しております

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．基本方針

取締役の報酬は、当社グループの中長期的な企業価値の増大並びに各事業年度の業績向上を図る職責を負うことを勘案し、固定報酬となる現
金による基本報酬及び譲渡制限付株式による株式報酬と、変動報酬となる年度の業績に連動した賞与で構成する。

なお、社外取締役には株式報酬は支払わず、現金による基本報酬と賞与を支払うこととする。

２．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、2023年６月21日開催の2022年度定時株主総会で決議された報酬額（３億２千万円、うち社外取締役
分１億円）の範囲内において、代表権の有無、役位、職責に応じて、当社の業績、執行役員を含む従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に
勘案して決定するものとする。

３．業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針

取締役の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各期の業績（単体当期純利益額の４％を目途）及び年度経営



計画の達成状況等を総合的に勘案した上で、指名・報酬諮問委員会への諮問、答申プロセスを経た後、取締役会の決議を経て、株主総会におい
て決定する。なお、支給は年１回とする。

４．固定報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

当社の取締役報酬は、固定報酬（現金による基本報酬及び譲渡制限付株式による株式報酬）、変動報酬（業績連動賞与）によって構成されてお
り、賞与の財源となる単体当期純利益は業績に応じて変動するため、事前に報酬の種類別割合は決定せず、３項による各期の賞与決定額によっ
て事後的に決定されるものとする。

５．譲渡制限付株式による株式報酬額の決定に関する方針

取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、2022年６月22日開催の2021年度
定時株主総会で決議された1億円以内とし、各取締役の報酬額は、取締役会で決議された役員規程に定める基準に基づき算定された額を基礎と
し、取締役会で決定する。

６．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の報酬額については、2024年３月25日開催の取締役会において設置を決議した、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指
名・報酬諮問委員会への諮問、答申プロセスを経て、取締役会の決議に基づき代表取締役社長に委任する。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役のサポートにつきましては、取締役会の事務局を担当している経営企画本部 経営企画・ＩＲ室が、社外監査役のサポートにつきまして

は、監査役室が、必要に応じて適宜実施する体制をとっております。

また、取締役会付議議案につきましては、取締役会の事務局である経営企画本部 経営企画・IR室が社外取締役及び全監査役（含社外監査役）

に対し事前説明を行うとともに、必要な情報を提供しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

伊藤　光昌 特別顧問 経営陣の要請に応じた助言
常勤

報酬あり
2024/6/21 １年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役会制度を採用しており、会社法に定める監査役会設置会社に基づく機関制度を基本としております。当社では、以下のような体制
を構築していることから、コーポレート・ガバナンスが十分に機能していると考えており、現行の体制が有効であると判断しております。

１．業務執行、監督の機能と状況

１）取締役会

取締役会は当社グループの基本方針や戦略の策定に加え、法令・定款に定められた事項を含む重要事項の意思決定及び業務執行の監督を行
います。

取締役会は10名で構成されており、うち５名が社外取締役であります。社外取締役は、自身の企業経営に係る経験や見識に基づき、業務執行取
締役に対し独立した立場で、当社経営の監督機能等を発揮しております。

2024年度の取締役会の活動状況は、有価証券報告書（https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS06879/376730df/9f20/45be/a8b4/491d1d1c
4e9b/S100VZ4X.pdf）の65ページに記載しております。

２）監査役（会）

監査役は監査役会で定めた監査方針と監査計画に基づき、取締役の職務の執行の監査、取締役会及びその他重要会議への出席、重要な決裁
書類の閲覧、事業所及び子会社の往査等を実施し、経営の執行状況を定常的に監査できる体制としております。

監査役会は常勤監査役２名を含む４名で構成されており、うち２名が社外監査役であります。

2024年度の監査役会の活動状況は、有価証券報告書（https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS06879/376730df/9f20/45be/a8b4/491d1d1c
4e9b/S100VZ4X.pdf）の87ページに記載しております。



３）取締役会諮問委員

取締役会への諮問機能として、国内外の有識者で構成する取締役会諮問委員を選任し、経営上の課題に対し定期的な助言を得ております。

４）執行役員会議

当社では、2003年６月より、業務執行に対する監督機能の強化と経営の意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。これ
により、取締役会が担う方針・戦略の策定、意思決定、監督機能と、執行役員が担う業務執行機能の分離を明確にしております。また、業務執行
における重要な事項や課題は、月に１回開催される執行役員会議において審議しております。

執行役員会議は現在15名で構成されており、議長は代表取締役社長が務めております。また、執行役員のほか、取締役、監査役も出席し、執行
役員の業務執行の状況を監督又は監査できる体制としております。

５）任意の指名・報酬諮問委員会

当社は、2024年３月25日開催の取締役会において、同日付で任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員会は、構成
委員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役の中から選定する旨を規程に定めております。現在は独立社外取締役２名を含
む３名で構成されております。

本委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の選任・解任、代表取締役の選定、役付取締役の選定・解職、取締役の報酬、社長の後継者計
画及び育成等について検討、審議し、取締役会への答申事項を決定いたします。

６）サステナビリティ委員会

当社では、グループサステナビリティ全般を推進・統括・管理する組織としてサステナビリティ委員会を2023年４月１日付で設置しております。本委
員会の委員長は代表取締役社長が務め、メンバーは業務執行取締役で構成されております。

本委員会の主な役割は、サステナビリティに係る方針・戦略の策定・改定、マテリアリティの特定、長期の目標・KPIの策定・進捗管理、リスクと機会
の特定・管理、推進活動の企画と周知、取締役会への定期的な報告及び提言並びに基本方針の上程等であります。

2024年度のサステナビリティ委員会の活動状況は、有価証券報告書（https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS06879/376730df/9f20/45be/a
8b4/491d1d1c4e9b/S100VZ4X.pdf）の18ページに記載しております。

２．監査の状況

監査役会は常勤監査役２名及び非常勤監査役２名の計４名（うち２名が社外監査役）で構成されております。監査役は定時株主総会終了後、監査
役会において、監査方針・計画・業務分担を決定し、各監査役は「監査役会規則」、「監査役監査基準」、「内部統制システムに係る監査の実施基
準」に従い、取締役・執行役員等の職務執行について監査しております。具体的には、取締役会、執行役員会議、業務革新会議、開発推進会議、
関係会社会議等の重要な会議への出席を通じて取締役の職務の執行を監査しております。加えて、代表取締役との面談、社外取締役との情報
共有化、取締役、執行役員、主要部署の部門長・室長・営業所長、及び国内外の子会社社長等との意見交換、稟議書・与信申請書等の重要書類
の閲覧等を実施しております。また、関係会社の監査役とグループ監査役連絡会を企画・開催し、グループ企業間の情報共有、監査職務に係る
知見の向上等を主導しております。

内部監査につきましては、内部監査室がその任にあたっており、社長直轄の組織として、室長１名と監査担当者１名で構成されており、当社及び
グループ会社を対象に監査を実施しております。内部監査は、年度計画に基づいて実施され、業務プロセスや内部統制の状況を確認し、必要に
応じて指摘提言を行い、実施状況や結果等は定期的に社長及び取締役会並びに監査役会に報告されております。

なお、2024年度における当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、ＰwＣ Japan有限責任監査法人東京事務所　指定有限責任社員　業務執

行社員　五代英紀氏並びに同法人東京事務所　指定有限責任社員　業務執行社員　櫻井良孝氏であり、当社の会計監査業務に係る補助者は、
公認会計士３名、その他10名であります。

３．会計監査人による監査の状況

会計監査につきましては、PwC Japan有限責任監査法人により、監査契約に基づいた厳格な会計監査が行われており、監査結果についての意見

交換、改善等の提言を受けております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

上記２項に記載のとおり、現状のコーポレート・ガバナンス体制は有効に機能していると判断していることに加え、社外取締役、社外監査役及び独
立役員の選任数についても、当社の企業規模及び取締役会並びに監査役会の構成員数等を勘案すれば、既に十分な選任状況にあると考えてい
るためです。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主総会招集ご通知の発送は株主総会の２週間前に行っておりますが、電子提供措置
（東京証券取引所、議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）、当社WEBサイトへの掲載）の
開始は、株主の皆様の利便性の向上及び議案の十分な検討期間の確保のため、発送日
の約２週間前（株主総会の４週間前）を目途に行っております。2024年度定時株主総会招
集ご通知は株主総会の30日前に東京証券取引所、議決権電子行使プラットフォーム（ICJ
）及び当社WEBサイト（https://www.hds.co.jp/ir/event/stockholder/）へ掲載いたしまし
た。

集中日を回避した株主総会の設定
当社では従来より、集中日を回避した株主総会開催日を設定しております。具体的には、
2023年度定時株主総会は2024年６月21日（金）に、2024年度定時株主総会は2025年６月
20日（金）に開催いたしました。

電磁的方法による議決権の行使

2016年度定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使制度を導入しております。

具体的には、直接URLを入力して「議決権行使ウェブサイト」にIDとパスワードでログイン
のうえ議決権を行使いただく方法とスマートフォン、タブレットから「ネットで招集」又は「ス
マートSR」にログインいただいたあと、議決権行使書に記載のQRコードを読み取り、ID、パ
スワード無しで容易に議決権を行使いただける「スマート行使」の２通りの方法を導入し、
パソコンからだけでなくスマートフォン、タブレット等からも議決権を行使いただける環境を
提供しております。

なお、2024年度定時株主総会の事前決議（件数ベース）は、書面行使が36.4％、パソコン
からの行使が2.6％、スマートフォンからの行使が55.7％、議決権電子行使プラットフォー
ム（ICJ）からの行使が5.3％でした。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

・2017年度定時株主総会より、議決権電子行使プラットフォーム（ICJ）へ参加し、国内外の
機関投資家の皆様へ適確な議決権行使環境を提供しております。

・招集ご通知は日本語・英語（参考書類及びサマリーの抄訳）ともに発送前開示を実施し、
日本語は株主総会の凡そ30日前に、英語は凡そ24～25日前に東京証券取引所、議決権
電子行使プラットフォーム(ICJ)、当社WEBサイトに掲載しております。

招集通知（要約）の英文での提供

2017年度定時株主総会より株主総会参考書類の英文抄訳を、2022年度定時株主総会よ
り株主総会参考書類及びサマリーの英文を、東京証券取引所と議決権電子行使プラット
フォーム（ICJ）へ提出・公表するとともに、当社WEBサイト(https://www.hds.co.jp/english/i
r/event/stockholder/)にも掲載しております。

その他

・2025年６月開催の株主総会から議決権の行使とあわせ、事前質問の受付及びアンケー
トを実施するとともに、株主の関心が高いと思われる質問・意見は株主総会で取り上げて
おります。

・株主総会の活性化を図るため、報告事項及び決議事項に関する内容の説明にあたって
は、グラフや図表を用いた資料をプロジェクターで投射することにより、視覚的にもその内
容をわかりやすくすることに努めております。

・当社WEBサイトには、招集ご通知、決議ご通知、議決権行使結果、報告事項等に関する
プレゼン資料を掲載しております。

日本語：https://www.hds.co.jp/ir/event/stockholder/

英語：https://www.hds.co.jp/english/ir/event/stockholder/



２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社のWEBサイトのIRサイト上に、日本語・英語で情報開示方針と適時開示体
制を掲載しております。

日本語：https://www.hds.co.jp/ir/management_policy/ir_policy/　

英語：https://www.hds.co.jp/english/ir/management_policy/ir_policy/

個人投資家向けに定期的説明会を開催

年に１回以上を目途に個人投資家向けに会社説明会を開催し、当社グループ
の概要、事業戦略、業績等を説明することを基本方針としております。

※過去の資料は、当社WEBサイトの個人投資家向け説明会に掲載しておりま
す。

https://www.hds.co.jp/ir/event/investor/

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期決算及び本決算時にアナリスト、機関投資家向けに対面とLIVE配
信によるハイブリット型の決算説明会を開催し、代表取締役社長、代表取締役
CFOが説明、質疑応答を行っております。2024年度及び2025年度第２四半に
おける開催は以下のとおりです。

■2024年度第２四半期決算説明会

・開催日

2024年11月19日（火）　午前10時

・開催場所

東京都中央区日本橋２－７－１　東京日本橋タワー５階

ベルサール東京日本橋　Ｒｏｏｍ10・11

・スピーカー

代表取締役社長　丸山 顕

代表取締役 専務執行役員 経営会計・財務・税務本部長　上條 和俊

・参加人数

来場（対面）20名、WEB（LIVE配信）105名

■2024年度通期決算説明会（本決算）

・開催日

2025年５月20日（火）　午前10時

・開催場所

東京都中央区日本橋２－７－１　東京日本橋タワー５階

ベルサール東京日本橋　Ｒｏｏｍ10・11

・スピーカー

代表取締役社長　丸山 顕

代表取締役 専務執行役員 経営会計・財務・税務本部長　上條 和俊

・参加人数

来場（対面）32名、WEB（LIVE配信)96名

■2025年度第２四半期決算説明会

・開催日

2025年11月19日（水）　午前10時

・開催場所

東京都千代田区丸の内１－５－１ 新丸ビル ９階

新丸ビルコンファレンススクエア Room901

・スピーカー

代表取締役社長　丸山 顕

代表取締役 専務執行役員 経営会計・財務・税務担当　上條 和俊

・参加人数

来場（対面）23名、WEB（LIVE配信）86名

※資料はスクリプトとともに、当社WEBサイトの決算説明会のページに掲載し
ております。

日本語：https://www.hds.co.jp/ir/event/accounts/

英語：https://www.hds.co.jp/english/ir/data/briefings/

あり



海外投資家向けに定期的説明会を開催

・四半期決算ごとに証券会社アレンジによる海外機関投資家向けスモールミー
ティングを実施しております。2025年度上期は計７回（参加投資家数170名）の
スモールミーティングを実施いたしました。

・決算や事業戦略を説明するため、四半期ごとに海外の機関投資家との個別
面談を実施しております。2025年度上期は58名の海外投資家の皆様と個別
ミーティングを実施いたしました。

・証券会社主催のカンファレンスに年１回以上参加しております。2025年度上
期は３回（参加投資家数166名）参加いたしました。

あり

IR資料のホームページ掲載

当社のWEBサイトには株主・投資家情報の項目を設け、IR情報全般について、
図やグラフを用いてわかりやすく、且つタイムリーに掲載しております。適時開
示情報については東証の開示とほぼ同時に掲載しております。

日本語：https://www.hds.co.jp/ir/

英語：https://www.hds.co.jp/english/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置

・執行役員 経営企画・IR室長がIR責任者としてIR業務全般を統括し、代表取締

役CFO及び執行役員 経営企画本部長協力のもとIR業務を行っております。

・IRを担当する部署としては経営企画・IR室を設置し、具体的なIR活動を実施し
ております。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社では、モーションコントロール技術で社会の技術革新に貢献することで、世界の人々
の生活を豊かに育み、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指すとともに、当社
の創成期に作られた経営理念に基づき、その実現に向けて、従業員、株主・投資家、お客
様、サプライヤー様、地域社会、未来世代等全てのステークホルダーの皆様と継続的な対
話と協創を通じた信頼関係の構築に努めております。

■経営理念

Ⅰ．個人の尊重

当社は、従業員一人一人の権利を尊重し、個人が意義のある文化的な人生と、生き甲斐
を追求できる企業でありたい。一人一人の向上心を信じ、自立的な活動を援助し、仕事を
通して能力が最大限に発揮できる環境を作り、能力や業績に報う企業とする。

Ⅱ．存在意義のある企業

当社は、存在意義のある、優れた企業として認められることを望む。独創性を発揮し、個性
と特徴をもち、経営の基盤を絶えることのない研究開発活動と品質優先に置く経営を貫く。
全ての部門が、全力を尽くすことに生き甲斐を感ずる企業とする。

Ⅲ．共存共栄

当社は、従業員、株主、お客様、材料部品の購入先、協力会社、取引先などの多くの人々
に支えられている。当社は、これら関係者の全てに満足してもらえるよう魅力ある製品、
サービス、報酬、環境、取引関係を作り上げるよう最善の努力を払う。

Ⅳ．社会への貢献

当社は、社会の良き一員として企業活動を通じ、広く社会や産業界に貢献していく。我々が
提供する製品やサービスが、直接的間接的に広く社会の向上に役に立ち、属する地域社
会野環境や質の向上に役立つ企業を目指す。

また、ステークホルダー・エンゲージメントについては、当社の統合報告書（https://www.hd
s.co.jp/csr/hdsreport/）をご参照ください。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

■環境保全活動

当社グループでは、気候変動に係る対応を経営上の重要課題と認識し、サステナビリティ
委員会を中心にGHG排出量の削減や水セキュリティ等の地球環境の負荷低減を推進して
おります。長期的な指標として2050年ネットゼロを目指すとともに、2030年度に2022年度比
で連結グループのGHG排出量を30％削減することを中期目標として取り組んでおります。
具体的には、当社グループの事業に影響を与えると想定される気候変動関連のリスクと機
会を特定した上で、1.5℃シナリオと4.0℃シナリオそれぞれの世界観において、TCFDが提
言するシナリオ分析を実施し、顕在化時期の時間軸を短・中・長期として、各リスクと機会
の事業への影響度と発生可能性を分析、対応策を立案し、サステナビリティ委員会を中心
に、機会創出とリスク最少化に向けた取り組みを推進しております。

当社グループのGHG排出量及びシナリオ分析については、有価証券報告書、統合報告
書、サステナビリティデータ集をご参照ください。

　・有価証券報告書：https://www.hds.co.jp/ir/data/securities/

　・統合報告書：https://www.hds.co.jp/csr/hdsreport/

　・サステナビリティデータ集：https://www.hds.co.jp/csr/esg/

■サステナビリティ活動等の実施

当社グループでは、サステナビリティの取り組みを重要な経営課題と認識し、「個人の尊
重」、「存在意義のある企業」、「共存共栄」、「社会への貢献」の４つの柱で構成された経営
理念に基づいたサステナビリティ基本方針に則り、代表取締役社長を委員長に、業務執行
取締役をメンバーとしたサステナビリティ委員会を中心に、気候変動、人的資本、人権尊重
等に対し戦略的にサステナビリティ活動を推進しております。

サステナビリティへの取り組み詳細については、当社WEBサイトのサステナビリティページ
及び統合報告書に掲載しております。

　・サステナビリティページ

　　日本語：https://www.hds.co.jp/csr/

　　英語：https://www.hds.co.jp/english/csr/

　・統合報告書

　　日本語：https://www.hds.co.jp/csr/hdsreport/

　　英語：https://www.hds.co.jp/english/csr/hdsreport/

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社では、情報をタイムリーに掲載できるWEBサイト（https://www.hds.co.jp/）を活用する
ことで、ステークホルダーへの情報提供を行っております。

適時開示に係る方針は、WEBサイトのIR開示方針（https://www.hds.co.jp/ir/management_
policy/ir_policy/）に掲載しております。

本報告書の「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属
性その他の基本情報　コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づき開示　【原則３－１
情報開示の充実】」にも掲載しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

■内部統制システムについての基本的な考え方

当社は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制」として、内部
統制システム構築の基本方針を以下のように定めております。この基本方針に基づき、業務の適正を確保していくとともに、今後もより効果的な内
部統制システムの構築を目指して、継続的に見直しを行い、改善を図ってまいります。

■内部統制システムの整備状況

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）当社及び子会社で働く全ての者に対して、「行動憲章」、「行動規範」の徹底を図り、個々人のコンプライアンスに対する高い意識を醸成する。

（２）当社及び子会社において、 万一、コンプライアンスに関連する悪い事態が発生した場合には、その内容及び対処策がリスクマネジメント担当

執行役員を通じて代表取締役社長、取締役会長、取締役会、監査役会に報告される体制を構築する。

（３）当社及び子会社は、財務報告の信頼性・適正性を確保するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価する。

（４）（１）項、（２）項及び（３）項を確保するための体制として、内部監査室が、当社及び子会社の内部監査を実施することで、業務執行が適正に行
われる体制を確保する。

（５）当社及び子会社は、法令遵守の基本方針を貫き、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たない。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社の文書管理規程に従い、適切に保存及び管理する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）危機・ リスク管理規程を制定し、これに従い当社グループ全体のリスクマネジメント体制を構築し管理を行う。

（２）リスクが顕在化した場合については、当社で定める「行動規範」、「危機・リスク管理規程」、「危機管理－危機発生時の行動規範」に従い、適
切な対応をとる体制を構築する。

（３）リスク管理に係る責任と権限は以下のように分掌する。

・代表取締役社長は、当社グループの全領域におけるリスク管理体制を構築する権限と責任を有する。

・リスクマネジメント担当執行役員は、代表取締役社長の指示・監督のもと、当社グループにおけるリスクマネジメント体制の維持・改善を横断的に
推進し、管理する。

・各執行役員は自己の担当領域について、リスクの識別・評価・監視・管理の重要性を認識し、把握と管理のための体制を整備する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社は執行役員制度を採用し、取締役会が担う戦略創出・意思決定・監督機能と、執行役員が担う業務執行機能を分離する。また、職務遂行
上の責任と権限は「職務権限規程」に定め、責任の明確化と意思決定の効率化・迅速化を図る。

（２）当社では、以下の経営管理システムを用いて、事業の推進の状況とリスクを継続的に監視し、取締役、執行役員、子会社取締役の職務執行
の効率性を確保する。

・取締役会（重要な経営方針の決定、中期経営計画及び年度経営計画の達成状況の監視）

・執行役員会議（執行役員の業務執行状況の報告と審議、重要な経営事項の執行の審議及び決定）

・社長監査（マネジメントレビュー：社長が各部門責任者の業務執行方針、目標、執行状況を直接レビュー）

・業務革新会議（月次の業績、業務革新の取り組み等に係る審議）

・関係会社会議（関係会社の経営状況の報告と審議）

・内部監査（業務・会計・内部統制に係る活動の適正性と有効性を監査）

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）「行動規範」を子会社の従業員に対しても徹底することで、コンプライアンスに対する高い意識を醸成する。

（２）「関係会社管理規程」に従い、子会社に対する適切な管理体制を構築する。

（３）関係会社会議を定期的に開催することで、子会社の業務執行状況とリスクを継続的に監視する。

（４）内部監査室は、定期的にグループ会社に対する内部監査を行う。

（５）当社と子会社との人事交流を図ることで、企業集団としての連携体制をより緊密なものとする。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役の職務を補助するための組織を設置し、適切な人員を配置する。

７．６の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助する組織の人員に係る人事異動、人事評価等は、監査役（会）の同意を得ることを要する。

８．当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

（１）監査役は重要な会議に出席することで、取締役及び使用人の業務執行上の重要な情報を把握する体制をとる。

（２）当社及び子会社の取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす恐れのある事項を速やかに監査役（会）
に報告する体制をとる。

（３）当社及び子会社の内部監査によって抽出された事項は、内部監査室長によって監査役（会）に報告される体制をとる。

（４）当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役（会）の要請に応じて、必要な報告及び情報提供を行うことを要する。

（５）当社及び子会社からの内部通報は、内部通報制度に基づき処理され、定期的或いは適宜、取締役（会）及び監査役（会）に報告される体制を
とる。また、内部通報者の身分、個人情報等を保護するととともに、通報者に不利益が生じないことを確保する。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査役（会）は、当社の会計監査人との間で定期的に意見交換会を行う。

（２）監査役（会）は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、内部スタッフの他、弁護士、公認会計士その他の外部専門家を任用することがで
き、その費用は会社が負担する。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「行動憲章」において、反社会的勢力排除に係る以下の基本方針を定めております。

　・当社は、反社会的勢力に対して一切妥協せず、断固たる態度を保持する。

なお、上記の「行動憲章」につきましては、全従業員にその内容を周知徹底するため、集合研修等の方法による啓蒙活動を定期的に行うとともに、
携帯サイズのカードにして、全従業員に配布しております。

また、このほか、反社会的勢力への対応については、社内規程である「内部統制マニュアル」を整備し、具体的な運用を図っております。

加えて、警察や特殊暴力防止対策連合会との連携を通して、反社会的勢力に係る情報提供や、適切な対応方法等についてのアドバイスを受けて
おります。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は以下のとおりです。

１．適時開示に関する基本姿勢

当社は、投資者の投資判断に重要な影響を与える会社情報について、社内規程である「適時開示運用規程」「内部者取引管理規程」に従い適時
適切な開示を行うことを基本姿勢としております。

２．適時開示に係る社内体制の状況

重要な会社情報は、子会社に係る情報も含めて決定事実、発生事実及び決算情報のいずれの場合も、代表取締役社長によって任命された情報
取扱責任者（取締役財務担当執行役員）に集約される体制をとっております。

会社情報の報告を受けた情報取扱責任者（取締役財務担当執行役員）は、関連部署と協議を行った上で、適時開示規則に基づく開示義務情報
に該当するか否か等の判断を行い、代表取締役社長の承認を得て開示内容や時期等について決定を行います。

取締役会の決議を要する事項については、決議後速やかに情報取扱責任者（取締役財務担当執行役員）にその決定事実が伝達され、適時開示
の実行を決定します。

適時開示の実行を決定した情報取扱責任者（取締役財務担当執行役員）は、当該会社情報の開示手続及び管理を経営企画・IR担当執行役員に
指示します。

開示方法は、TDnetへの登録及び必要に応じて報道機関への資料投函等の方法をとっております。また、当社WEBサイト(https://www.hds.co.jp/）
にも東京証券取引所（TDnet）への開示とほぼ同時に同一の情報を掲載しております。






